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石川県土木部発注工事における土工でのＩＣＴ施工の推進について 

 

 

標記の件について、本県では若者や女性などが活躍できる環境整備や建設現場での生

産性向上を図るため、平成２７年７月より、ＩＣＴ施工モデル工事に取り組んでいると

ころであり、今後もＩＣＴ施工の推進を図るため、ＩＣＴ施工実施要領を策定したので

参考に送付します。 

なお、県がＩＣＴ施工を指定する発注者指定型以外に、受注者よりＩＣＴ施工の提案

があった工事についても、受発注者間で協議のうえＩＣＴ施工が可能と判断された場合

は認めることとし、その費用についても変更設計により計上する施工者希望型について

も取組むこととしましたので、お知らせいたします。 

 
記 

 
１． 適用開始日 

平成２９年４月１日以降の支出負担行為に係る工事から適用 

 
２． 実施方針 

別添する「ＩＣＴ施工実施要領」に基づき実施 

 
３． 留意事項 

当面の間、対象とする工事については、事業担当課ならびに技術管理室と協議の

上、決定します。 

 
以上 

 
 

担当：監理課技術管理室 課長補佐 南野 

TEL076-225-1787 FAX076-225-1788 

Mail:nobuo-m@pref.ishikawa.lg.jp 



ＩＣＴ施工実施要領 

 

１．主旨 

この要領は、ＩＣＴ施工の推進を図るため、ＩＣＴを活用した施工を実施するにあたり必

要な事項を定める。 

 

２．ＩＣＴ施工の概要 

ＩＣＴ施工とは、以下に示すＩＣＴ土工における施工プロセスの各段階において、ＩＣＴ

を活用する工事である。 

① ３次元起工測量 

② ３次元設計データ作成 

③ ＩＣＴ建設機械による施工 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 

⑤ ３次元データの納品 

なお、①～⑤全ての段階においてＩＣＴを活用する工事を「ＩＣＴ活用工事」とする。こ

れに対し、②・③のプロセスにおいてのみＩＣＴを活用する工事を「ＩＣＴ建設機械によ

る施工」とする。 

 

３．対象工事 

 ＩＣＴ施工の対象工事は、発注者指定Ⅰ型、発注者指定Ⅱ型、施工者希望型に分けて発注

するものとし、それぞれ以下の条件を満たし、かつ特記仕様書において発注者が指定する工

事とする。 

（１）発注者指定Ⅰ型 

  全体工事費（消費税を含む）が３０百万円以上、土工量が６，０００m3 以上を目安とし

て発注者が指定する工事で、「ＩＣＴ活用工事」を前提として発注する工事。 

（２）発注者指定Ⅱ型 

  全体工事費（消費税を含む）が３０百万円以上、土工量が６，０００m3 以上を目安とし

て発注者が指定する工事で、「ＩＣＴ建設機械による施工」を前提として発注する工事。な

お、契約後、受注者からの提案・協議を経て、「ＩＣＴ活用工事」への変更を可とする。 

（３）施工者希望型 

  土工量が１，０００m3 以上を目安として発注者が指定する工事で、契約後、受注者から

の提案・協議を経て、「ＩＣＴ活用工事」または「ＩＣＴ建設機械による施工」に変更する

工事。 

 

４．対象工種 

ＩＣＴ施工の対象工種は、工事積算体系ツリーにおける次の工種とする 

（１）河川土工：掘削工、法面整形工、盛土（築堤）工 

（２）道路土工：掘削工、法面整形工、路体盛土工、路床盛土工 

 

 



５．取組内容 

  ①３次元起工測量 

    起工測量において、下記１）～３）の方法により３次元測量データを取得するため

に測量を行うものとする。 

    １）空中写真測量（無人航空機）による起工測量 

    ２）レーザースキャナーによる起工測量 

    ３）その他の３次元計測技術による起工測量 

  ②３次元設計データ作成 

    発注図書や５．①で得られたデータを用いて、３次元出来形管理を行うための３次

元設計データを作成する。ＩＣＴ建設機械による施工のみを実施する場合には、施工

に必要な３次元データを作成する。 

  ③ＩＣＴ建設機械による施工 

５．②で得られた３次元設計データまたは施工用に作成した３次元データを用いて、

表－１に示す技術（ＩＣＴ建設機械）により施工を実施する。なお、活用技術・適用工

種などについては表－１を参照。 

  ④３次元出来形管理等の施工管理 

    ５．③により施工された工事完成物について、ＩＣＴを活用して施工管理を実施す

る。 

＜出来形管理＞ 

   下記１）～３）のいずれかの技術を用いた出来形管理を行うものとする。 

    １）空中写真測量（無人航空機）による出来形管理技術（土工） 

    ２）レーザースキャナーによる出来形管理技術（土工） 

    ３）その他の３次元計測技術による出来形管理技術（土工） 

  ＜品質管理＞ 

   下記４）の技術を用いた品質管理を行うものとする。 

    ４）ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工） 

  ⑤３次元データの納品 

   ５．④により確認された３次元施工管理データを、工事完成図書として納品する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表―１ 適用工種 

段階 活用技術名 対象作業 建設機械 
適用工種 監督・検査 

施工管理 河川土工 道路土工 

3 次元測量 

空中写真測量（無人航空

機）による起工測量 
測量 － 

対象工種 

全て 

対象工種 

全て 
①②③⑧ 

レーザースキャナーによ

る起工測量 
測量 － 

対象工種 

全て 

対象工種 

全て 
④⑤ 

ＩＣＴ 

建設機械 

による施工 

・3 次元ﾏｼﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ)技術 

・3 次元ﾏｼﾝｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

(ﾊﾞｯｸﾎｳ)技術 

掘削 

整形 
バックホウ 

掘削工 

法面整形工 

掘削工 

法面整形工 
 

・3 次元ﾏｼﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ 

(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ)技術 

・3 次元ﾏｼﾝｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ)技術 

まきだし 

敷均し 

掘削 

整形 

ブルドーザ 盛土工 
路体盛土工 

路庄盛土工 
 

3 次元出来形

管理等の施

工管理 

空中写真測量（無人航空

機）による出来形管理技

術（土工） 

出来形計測 

出来形管理 
－ 

対象工種 

全て 

対象工種 

全て 
①②③⑧ 

レーザースキャナーによ

る出来形管理技術（土

工） 

出来形計測 

出来形管理 
－ 

対象工種 

全て 

対象工種 

全て 
④⑤ 

ＴＳ・ＧＮＳＳによる締

固め管理 

締固め回数

管理 

ローラー 

ブルドーザ 
盛土工 

路体盛土工 

路庄盛土工 
⑥⑦ 

【要領一覧】①空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案） 

      ②空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案） 

      ③無人飛行機の飛行に関する許可・承認の審査要領 

      ④レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案） 

      ⑤レーザースキャナーを用いた出来形の監督・検査要領（土工編）（案） 

      ⑥TS・GNSS を用いた盛土の締固め管理要領 

      ⑦TS・GNSS を用いた盛土の締固めの監督・検査要領 

      ⑧UAV を用いた公共測量マニュアル（案） 

 

６．特記仕様書への記載事項 

  発注者は、別途定める特記仕様書を添付し、ＩＣＴ施工の対象工事であることを明示す

ること。 

 

７．ＩＣＴ施工の実施に関する協議 

  受注者は、契約後から施工計画書の提出までの間に、ＩＣＴ活用計画書（様式－１）に

より監督員と協議すること。 

 

８．工事成績評定における加点 

  ＩＣＴ施工を実施した場合、創意工夫における【施工】「ＩＣＴ（情報通信技術）を活用

した情報化施工を取り入れた工事」において、必ず２点の加点とすること。 

 

９．ＩＣＴ施工の導入における留意点 

 受注者が円滑にＩＣＴ施工を導入し、活用できる環境整備として、以下を実施するものと

する。 



 ９－１ 施工管理、監督・検査の対応 

   ＩＣＴ施工を実施するにあたって、国土交通省から発出されている施工管理要領、監

督検査要領（表－１【要領一覧】）に則り、監督・検査を実施するものとする。 

   監督員及び検査員は、活用効果に関する調査等のために別途費用を計上して二重管理

を実施する場合を除いて、受注者に従来手法との二重管理を求めない。 

 

 ９－２ ３次元設計データ等の貸与 

発注者は、ＩＣＴ施工に必要となる詳細設計において作成したＣＡＤデータ、および

ＩＣＴ施工を実施する上で有効と考えられる詳細設計等において作成した成果品と関連

工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与するものとする。 

   

 ９－３ 工事費の積算 

  （１）発注者指定Ⅰ型における積算方法 

    発注者は、発注に際して国土交通省が定める積算の基準等に基づき積算を実施する

ものとする。 

なお、３次元出来形管理等の施工管理及び３次元データの納品にかかる経費につい

て、間接費に含まれることから別途計上しない。 

現行基準による２次元の設計ストック等によりＩＣＴ施工を発注する場合、受注者

に３次元起工測量及び３次元設計データ作成を指示するとともに、３次元起工測量経

費及び３次元設計データ作成経費についての見積り提出を求め、設計変更するものと

する。 

 

（２）発注者指定Ⅱ型における積算方法 

    発注者は、発注に際して国土交通省が定める積算の基準等に基づき積算を実施する

ものとする。 

現行基準による２次元の設計ストック等によりＩＣＴ施工を発注する場合、受注者

に３次元設計データ作成を指示するとともに、３次元設計データ作成経費についての

見積り提出を求め、設計変更するものとする。 

契約後、受注者からの提案・協議を経て、「ＩＣＴ活用工事」に変更する場合は、受

注者に３次元起工測量を指示するとともに、３次元起工測量経費について見積り提出

を求め、設計変更するものとする。なお、３次元出来形管理等の施工管理及び３次元デ

ータの納品にかかる経費について、間接費に含まれることから別途計上しない。 

 

  （３）施工者希望型における積算方法 

    発注者は、発注に際して土木工事標準積算基準に基づく積算を行い、発注するもの

とする。ただし、契約後の協議において受注者からの提案により「ＩＣＴ活用工事」ま

たは「ＩＣＴ建設機械による施工」を実施する場合、国土交通省が定める積算の基準

等に基づく積算に落札率を乗じた価格により設計変更を行うものとする。 

 なお、３次元出来形管理等の施工管理及び３次元データの納品にかかる経費につい

ては、間接費に含まれることから別途計上はしない。 



現行基準による２次元の設計ストック等によりＩＣＴ施工を発注する場合、受注者

に３次元起工測量及び３次元設計データ作成を指示するとともに、３次元起工測量経

費及び３次元設計データ作成経費についての見積り提出を求め、設計変更するものと

する。 

 

 ９－４ 現場研修会等の実施 

受注者は、発注者指定Ⅰ型及びⅡ型において、ＩＣＴ施工の推進を目的として、技術研

修会を実施するものとする。また、施工者希望型においては発注者の求めに応じて実施

するものとする。 

 

１０．活用効果の検証 

  受注者は、発注者指定Ⅰ型及びⅡ型において、県の発注工事として新たな取り組みを行

う場合には、当該技術の活用効果の検証に協力するものとし、発注者が必要と認める資料

を提出すること。また、施工者希望型においては発注者の求めに応じて実施するものとす

る。 

 

１１．技術の改善 

  受注者は、発注者指定Ⅰ型及びⅡ型において、当該技術の新たな開発・改善に向け建設

機械メーカーとの意見交換会や必要と認められる試験施工等を行うこととする。また、施

工者希望型においては発注者の求めに応じて実施するものとする。 

 

１２．その他 

 本要領に定めのない事項又は本要領に関して疑義が生じたときは、発注者と受注者で協議

の上、これを定めるものとする。 

 

 

 附則 

  この要領は、平成２９年４月１日から適用する。 

 

 




